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熊本都市計画事業益城中央被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画に対する意見書 

 

○付議理由 

標記土地区画整理事業について、事業計画を縦覧に供したところ、縦覧期間満了の日の

翌日から起算して２週間を経過する日までに、利害関係者から県知事に意見書が提出され

た（土地区画整理法第５５条第２項の規定）ため、県都市計画審議会へ付議する（法第５

５条第３項の規定）もの 

 

○付議事項  

 事業計画に対する意見書（意見書の採択・不採択を審議） 

 

Ⅰ 意見書について 

 

１ 事業計画決定の流れ（県施行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（土地区画整理法第五十五条第二項） 

  利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場 

 合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、 

 都道府県知事に意見書を提出することができる。 

  ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。  

議第 1320号-1 

県が事業計画立案

事業計画案の公告・縦覧（２週間）

意見書の提出 （縦覧期間＋２週間）

県都市計画審議会へ付議・内容の審査

知事は意見書提出者
に不採択の旨通知

県が案を修正

国土交通大臣が「設計の概要」の認可

県が「事業計画」の決定・公告

採択 不採択

意見書あり 意見書なし



２ 意 見 書 の 要 旨 

○ 道路に関すること 

○ 公園に関すること 

○ 交通広場に関すること 

○ 排水計画に関すること 

                

Ⅱ 事 業 計 画 の 概 要 

１ 事業の名 称  熊本都市計画事業 益城中央被災市街地復興土地区画整理事業 

  

２ 施 行 者  熊本県 

 

３ 施 行 面 積  ２８．３ｈａ 

 

４ 施 行 地 区  上益城郡益城町大字木山字居屋敷及び字市ノ後の各一部、大字宮園

字居屋敷及び字辻の各一部、大字寺迫字今吉の一部、大字安永字火

迫の一部並びに大字辻の城の一部 

 

５ 都市計画決定  平成３０年３月８日（益城町決定） 

 

６ 設計の概 要 

 （１）事業の目的 

    本地区においては、熊本都市圏東部地域における都市拠点として、「益城町復興計

画」の土地利用構想に基づき、行政・商業・サービス・交通結節点等、高次の都市

機能を誘導するとともに、快適で災害に強いまちづくりの実現に向け、道路や公園

等、公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図ることを目的とする。 
 
 （２）設計の方針 

   ①土地利用計画 

 都市計画道路により形成される幹線道路沿いを商業・業務エリアとして計画し、

公共公益施設、商業の集積した利便性の高い街区を形成する。その周辺部は戸建て

住宅を主体とした住居系エリアとし、現況のコミュニティに配慮しつつ、被災者の

速やかな生活基盤の形成のための宅地整備を行う。 

 

   ②人口計画 

    ・本地区の計画人口は約１，４００人とする。 

 

③公共施設計画 

    ・都市計画道路 

      都市計画道路は、緊急輸送路、主要避難路（２次避難ルート）等の役割を担

い、地区中央を東西方向に横断する都市計画道路益城中央線、地区中央を南北

に縦断する都市計画道路木山宮園線及び都市計画道路横町線を軸とした幹線道

路を配置するとともに、木山宮園線及び益城町役場に隣接した位置に交通広場

議第 1320号-2 



を１箇所設ける。  

                           

        （3･3･93）益城中央線    幅員２７ｍ  延長７０４ｍ 

          

（3･5･94）木山宮園線    幅員１４ｍ  延長３２２ｍ 

 

         （3･5･96）横町線      幅員１４ｍ  延長３０２ｍ 

 

              交通広場     面積２，５６９㎡ 

     

    ・区画道路 

      区画道路は、消防活動用道路、補助避難路（１次避難ルート）等の役割を担

い、現況道路の拡幅や新規路線の整備により、行き止まり道路や狭あい道路を

解消するとともに、避難路として機能を確保できるよう幅員８ｍ～４ｍ、特殊

道路は幅員４ｍ～２ｍとして、利便性を考慮し配置する。 

 

        区画道路  幅員８ｍ～４ｍ  延長６，２８８ｍ 

         特殊道路  幅員４ｍ～２ｍ  延長  ５４５ｍ 

 

    ・公園 

      公園は、緊急時の一時避難地としての機能を設定し、避難路とのアクセスや

地域コミュニティに配慮しながら適切に配置する。誘致距離(２５０ｍ)を基本

として、地区内に７箇所の街区公園（既存の益城町中央公園を含む）を配置し、

地区面積の３％以上を公園面積として確保する。 

 

         街区公園  ７箇所  面積１０，６２９㎡ 

      

 

 （３）区画整理施行前後の地積 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 （４）平均減歩率         

    ・公共減歩率 １４．７％（９．９％）  

    ※（ ）は減価補償金による先行買収を行った場合 

    ※ 保留地なし 

 

 

地積(㎡) ％ 地積(㎡) ％

測量増減 8,225    2.9 － －

283,138    

224,810    

50,103    

施 行 前

84,447    

198,691    

100.0283,138    

29.8

70.2

種　　目

公共用地

宅　　地

総　　計

施 行 後

100

17.7

79.4

議第 1320号-3 



７ 事業施行期間          

    自 平成３０年度    （事業計画決定の公告日） 

    至 平成４０年３月３１日（清算期間を含まない） 

 

８ 資 金 計 画 

 （１）収入               （２）支出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額(百万円) 区　　　　分 金額(百万円)

8,432    合　　計 12,616    

県分 3,766    

町分 418    

合　　計

工事費

減価補償費

4,508    

12,616    

11,803    

459    

354    事務費

地方公共団
体単独費

区　　　　分

国庫負担金
又は補助金

県　　　費

町分担金

小　　計

3,532    

392    

議第 1320号-4 



熊本都市計画事業 益城中央被災市街地復興土地区画整理事業 概要図 

議第1320号-5 

凡　　　　例

墓      地

地  区  界

公 園・緑 地

河　　　川

特 殊 道 路

区 画 道 路

都市計画道路

墓

官　公　署

公
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